






（案） 

７綾地公協第  号 
令和８年１月  日  

 
 近畿運輸局長 様 

 

名  称：綾部市地域公共交通活性化協議会  

住  所：京都府綾部市若竹町８番地の１   

代表者名：会長 山 崎 善 也       

 
 

地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について（報告） 
 
 
 別添のとおり地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価を行いました

ので、報告いたします。 

第１号議案 
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特定非営利活動法人 山家みらい 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請について 

 

◎取組概要 

  山家地域のラストワンマイルを解消するため、山家地区内をデマンド方式のドア to ド

アで輸送する。 

 

◎実施主体   

特定非営利活動法人 山家みらい（任意団体） 

   代表者 理事長 波多野 隆史 

所在地 綾部市鷹栖町豊後田３２番地（綾部市基幹集落センター内） 

 

◎現在の登録有効期間 

 令和６年２月１日～令和８年１月３１日（初回登録期間２年、それ以降３年） 

 

◎取組概要 

運 行 日  月曜日～金曜日の週５日(土日祝日、年末年始は運休） 

  区域・路線  山家地区 

  時   間  ８時から１７時まで 

  旅客の範囲  山家地区住民及びその関係者 

  予   約  社会福祉法人ふきのとう事務局(土日祝日、年末年始は受付不可） 

※利用予定日の２日前の正午までに電話予約 

※予約受付時間 ９時～正午 

  車   両  ６台（車両は持ち込み） 

  運 転 手  ５人 

  料   金  片道３００円／一人 

 運 行 管 理  責任者 新庄 祐士 

  整 備 管 理  責任者 林 英行 

  事 故 対 応  責任者 林 英行 

  苦 情 処 理  責任者 林 英行 

 

◎別添資料 

  自家用有償旅客運送の更新登録の申請 一式 

第２号議案 
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様式第１－２号 

令和８年１月  日   

 

近畿運輸局 京都運輸支局長 殿 

 

名    称 特定非営利活動法人 山家みらい 

 住    所 京都府綾部市鷹栖町豊後田３２番地 

（綾部市基幹集落センター内） 

代表者の氏名 理事長 波多野 隆史      

 

自家用有償旅客運送の更新登録の申請 

 

 

 このたび、自家用有償旅客運送の有効期間の更新を行いたいので、道路運送法第７９条

の６及び同法施行規則第５１条の１０の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１. 名称、住所、代表者の氏名 
名称 特定非営利活動法人 山家みらい 

  住所 京都府綾部市鷹栖町豊後田３２番地（綾部市基幹集落センター内） 

代表者の氏名 理事長 波多野 隆史 

 

２. 登録番号 
  近京交第 15 号 

 

３. 自家用有償旅客運送の種別 
交通空白地有償運送 

 

４. 路線又は運送の区域 
(1) 路  線 

 起  点 主たる経過地 終 点 キ ロ 程 

１     

２     

３     

４     

５     

(2) 運送の区域 

区    域 備           考 

綾部市山家地区 
戸奈瀬町・釜輪町・広瀬町・橋上町・旭町・東山町・鷹栖町・西原町・ 

和木町・下原町・上原町・下替地町 
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５. 事務所の名称及び位置 
事務所の名称 位      置 

綾部市基幹集落センター 京都府綾部市鷹栖町豊後田３２番地 

  

  

 
６. 事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数及びその種類ごとの数 

事務所の

名称 

保有

区分 
バ ス 

普通自動車 

（軽） 
合 計 

 

保有 
  

（ ） 

 

 

持込 
 ※ ６ 

（５） 

※ 

（ ） 

６ 

（５） 

※ 

 

合計 
 ６ 

（５） 

６ 

（５） 

軽自動車については、（ ）内に内数で記載すること 

事業用自動車については、※欄に記載すること 

 

７. 運送しようとする旅客の範囲 
山家地区住民及びその関係者 

 

８．路線又は運送の区域ごとの対価の額 

（必要に応じ関係資料を添付のこと） 

  ３００円／回 

９．（事業者協力型自家用有償旅客運送の場合）協力事業者の氏名又は名称及び住所 

 

１０．添付書類 

（１）定款又は寄付行為、登記事項証明書、役員名簿 

（２）路線図 

（３）法第７９条の４第１～４号に該当しない旨を証する書類 

（４）地域公共交通会議等において協議が調ったことを証する書類 

（５）自家用有償旅客運送自動車についての使用権原を証する書類 

（６）運転者が必要な要件を備えていることを証する書類 

（７）運行管理の責任者及び運行管理の体制を記載した書類 

（８）整備管理の責任者及び整備管理の体制を記載した書類 

（９）事故発生時の対応に係る責任者及び連絡体制を記載した書類 

（10）自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の生命、身体又は財産の損害を賠

償するための措置を講じていることを証する書類 
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様式第３号 

 

近畿運輸局 京都運輸支局長 殿 

 

 

宣  誓  書 
 

 当団体における役員の全員が、道路運送法第７９条の４第１項第１号から第４号までの

いずれにも該当しないことを宣誓致します。 

 

 令和８年１月 日 

 

名    称 特定非営利活動法人 山家みらい 

 住    所 京都府綾部市鷹栖町豊後田３２番地 

（綾部市基幹集落センター内    

代表者の氏名 理事長 波多野 隆史      
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様式第４号 

 

運転者就任承諾書 兼 就任予定運転者名簿 

 

申請者（特定非営利活動法人 山家みらい）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、その

運転者として就任することを承諾致します。 

 

 
氏  名 住      所 

運転免許の種

類 

区 

分 

種 

類 

１ 
林  英行  

 

 

個人情報のため削除しています。 

中型 
１種 

２ 
田中 英男 中型 

１種 

３ 
四方  忠 中型 

１種 

４ 
片岡 英晃 中型 

１種 

５ 荒木 敏文 中型 １種 

６ 
   

種 

７ 
     

種 

８ 
   

種 

※ 運転免許の種類欄には、受けている運転免許の別（普通・大型及び１種・２種）を記載する

こと。 

※ 第２種運転免許を有しない者にあっては、施行規則第５１条の１６第１項各号のいずれかの

要件を備えていることを証する書類を添付すること。 
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様式第６号 

  

運行管理の責任者 就任承諾書 

 

 

 申請者（特定非営利活動山家みらい）が自家用有償旅客運送の登録を受けた場合は、そ

の運行管理の責任者として就任することを承諾致します。 

 

令和 年 月 日 

 

住  所 個人情報のため削除しています。  
氏  名 新庄 祐士 

 

※  乗車定員１１以上の車両を配置する事務所及び乗車定員１０人以下の車両を５両以上配置する事務所の運行 

    管理の責任者にあっては、運行管理者資格証の写し又は施行規則第５１条の１７第２項各号のいずれかの要件を

備えていることを証する書類を添付すること。 
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事故対応の責任者 

 

 

 

 

運転者 

地域公共交通会議（又は協議会）・運営協議会・ 

運輸支局（又は指定都道府県等） 

警察署 

代表者 

氏名 波多野 隆史 

（事業者協力型自家用有償旅客運送の場合は委託先の代表者） 

運送者の責任者 

氏名 

苦情処理責任者 

林 英行 

苦情処理担当者 

 四方 忠 

※運行の委託をしている場合に記入 

（事業者協力型自家用有償旅客

運送の場合は委託先の責任

者） 

氏名 林 英行 

 

２．事故処理連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．苦情処理体制 
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